
令和８年６月市議会定例会提出予定議案等一覧 

 

１ 提出予定議案  合計１５件 
 

内訳： 予算案 ３件 （補正 ３件） 

 条例案 ７件 （制定 １件、改正 ６件） 

 専決承認案 ５件 （予算 １件、条例 ４件） 
 

 
 
 

議案番号 議案名 所属課 区分 

議案第３５号 令和８年度越前市一般会計補正予算（第２号） 財務企画課 予算案（補正） 

議案第３６号 令和８年度越前市介護保険特別会計補正予算（第１号） 財務企画課 予算案（補正） 

議案第３７号 令和８年度越前市下水道事業会計補正予算（第１号） 財務企画課 予算案（補正） 

議案第３８号 越前市市税賦課徴収条例の一部改正について 税務課 条例案（改正） 

議案第３９号 越前市武道館設置及び管理条例の一部改正について スポーツ交流課 条例案（改正） 

議案第４０号 越前市印鑑条例の一部改正について 窓口サービス課 条例案（改正） 

議案第４１号 越前市屋内遊び場設置及び管理条例の制定について こども未来課 条例案（制定） 

議案第４２号 越前市エコビレッジ交流センター設置及び管理条例の一部改正について 環境政策課 条例案（改正） 

議案第４３号 越前市駐車場設置及び管理条例の一部改正について 都市計画課 条例案（改正） 
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議案番号 議案名 所属課 区分 

議案第４４号 越前市下水道条例等の一部改正について 上下水道課 条例案（改正） 

議案第４５号 
専決処分の承認を求めることについて（令和７年度越前市一般会計補正予

算（第 12 号）） 
財務企画課 専決承認案（予算） 

議案第４６号 
専決処分の承認を求めることについて（越前市市税賦課徴収条例の一部改

正について） 
税務課 専決承認案（条例） 

議案第４７号 
専決処分の承認を求めることについて（越前市都市計画税条例の一部改正

について） 
税務課 専決承認案（条例） 

議案第４８号 
専決処分の承認を求めることについて（原子力発電施設等立地地域指定に

よる固定資産税の不均一課税に関する条例の一部改正について） 
税務課 専決承認案（条例） 

議案第４９号 
専決処分の承認を求めることについて（越前市国民健康保険税条例の一部

改正について） 
窓口サービス課 専決承認案（条例） 

 

２ 報告案件  １３件 
 

報告番号 報告名 所属課 

報告第３号 令和７年度越前市一般会計継続費逓次繰越しの報告について 財務企画課 

報告第４号 令和７年度越前市一般会計繰越明許費繰越しの報告について 財務企画課 

報告第５号 令和７年度越前市一般会計事故繰越しの報告について 財務企画課 

報告第６号 令和７年度越前市水道事業会計予算継続費逓次繰越しの報告について 上下水道課 
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資料９



報告番号 報告名 所属課 

報告第７号 令和７年度越前市水道事業会計予算繰越しの報告について 上下水道課 

報告第８号 令和７年度越前市下水道事業会計予算継続費逓次繰越しの報告について 上下水道課 

報告第９号 令和７年度越前市下水道事業会計予算繰越しの報告について 上下水道課 

報告第１０号 賃貸借契約の変更の報告について 市民協働課 

報告第１１号 賃貸借契約の変更の報告について 環境政策課 

報告第１２号 専決処分の報告について（損害の賠償について） 都市整備課 

報告第１３号 専決処分の報告について（損害の賠償について） 都市整備課 

報告第１４号 専決処分の報告について（損害の賠償について） 都市整備課 

報告第１５号 
公益財団法人越前市文化振興・施設管理事業団の経営状況を説明する書

類の提出について 
人事・法制課 
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条例案 ７件（制定 １件、改正 ６件） 
 
議案第３８号 越前市市税賦課徴収条例の一部改正について 
 

概 要 地方税法の改正に伴い所要の改正を行うもの 

主な内容 

１ 個人住民税に係る改正 

（1） 住宅ローン控除の期限延長  

お令和７年１２月末までに入居した場合に１３年間受けることができる住宅ローン控除について、住宅取得負担を軽減

するため、入居の期限を令和１２年１２月末まで延長する改正を行う。 

（2） 市販薬の購入費に係る医療費控除の特例（セルフメディケーション税制）の期限延長 

お医療費を抑制するため、令和９年度まで市販薬の購入費の一部を医療費控除として使用できるとしていた特例に

ついて、令和１０年度以降も継続する改正を行う。 

（3） その他所要の改正  

 地方税法改正に伴う引用条項のずれの修正等、所要の改正を行う。 

 

２ 固定資産税を課さないとする課税標準額の上限（免税点）を引き上げる改正 

お    平成３年度以降、３０年以上据え置かれていた固定資産税の免税点について、少額資産に対する税負担を軽減す

るため、家屋においては現行の２０万円から３０万円に（＋１０万円）、償却資産においては現行の１５０万円から１８０万

円に（＋３０万円）引き上げる改正を行う。 

 

施行期日 令和９年１月１日（一部を除く。）  

所 属 課 総務部 税務課 
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議案第３９号 越前市武道館設置及び管理条例の一部改正について 
 

概 要 武道館の改修に伴い、越前市武道館設置及び管理条例の一部を改正するもの 

主な内容 

１ 改正理由 

武道館の宿泊所の解体及び空調設備の改修に合わせて、条例中の諸規定を改正いたそうとするもの 

 

２ 改正内容 

（1） 宿泊所の使用料に係る規定を削るもの 

（2） 柔道場及び剣道場の空調設備の改修に合わせて、その冷暖房使用料を改定するもの 

      改正前：１時間につき   ４００円 

      改正後：１時間につき １，５００円 

 

施行期日 令和８年１０月１日 

所 属 課 総務部 スポーツ交流課 
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議案第４０号 越前市印鑑条例の一部改正について 
 

概 要 国の印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたことに伴い、印鑑の登録事項を変更する改正を行うもの 

主な内容 

  印鑑を登録するに当たり、漢字圏の外国人住民のうち、本国における公的な身分証明書において氏名に漢字を使 

用しない者に対し、氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたものによる印鑑登録を可能とする。 

 

参考数値（令和８年 4 月 1 日時点） 

   越前市の外国人住民      ６，２９９人  

   うち、漢字圏の外国人住民     １６４人 （内訳：中国１６０人、台湾４人）  

 

施行期日 公布の日 

所 属 課 市民福祉部 窓口サービス課 
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議案第４１号 越前市屋内遊び場設置及び管理条例の制定について 
 

概 要 天候にかかわらずこどもたちが安心して遊ぶことができる屋内遊び場を設置するもの 

主な内容 

１ 施 設 名 称 越前市屋内遊び場 

２ 設 置 目 的  こどもの健全な育成を支援するため 

３ 所 在 地  越前市横市町第 28 号 14 番地の１（ショッピングセンター武生楽市内） 

４ 開 場 時 間  午前 10 時から午後 6 時まで 

５ 休 場 日  (1) 火曜日（この日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、直後の休日でない日） 

(2) 12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日まで 

※ 市長が必要と認めたときは、開場時間若しくは休場日の変更又は臨時休場が可能 

６ 施設の概要 （1） 遊び場フロア 

（2） 立体迷路 

７ 使 用 者  概ね１２歳までのこども ※ 保護者同伴 

 

施行期日 令和８年８月４日 

所 属 課 市民福祉部 こども未来課 
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議案第４２号 越前市エコビレッジ交流センター設置及び管理条例の一部改正について 
 

概 要 運営の効率化を図るため、開館時間の変更をするほか所要の改正を行うもの 

主な内容 

越前市エコビレッジ交流センターは、運営の効率化を図るため、現在の利用状況に応じて、開館時間や休館日等を坂

口公民館に合わせて試行してきた。その結果、施設の利用状況において問題なかったため、開館時間、休館日等を以下

の表のとおり変更する。 

 現行 改正後 

開館時間 午前９時～午後１０時 午前９時～午後１０時 

（日曜日は午後６時まで） 

休館日 毎週月曜日（国民の祝日を除く。） 

 

国民の祝日の翌日 

１２月２８日～翌年１月４日 

毎週月曜日 

第お３お日曜日 

国民の祝日の翌日 

１２月２８日～翌年１月４日 
 

施行期日 令和８年９月１日 

所 属 課 環境農林部 環境政策課 
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議案第４３号 越前市駐車場設置及び管理条例の一部改正について 
 

概 要 越前たけふ駅パーク・アンド・ライド駐車場の有料化等に伴い、所要の改正をするもの 

主な内容 

１ 駐車場の名称及び位置 

  駐車場の有料化に伴い、越前たけふ駅東パーク・アンド・ライド駐車場を、越前たけふ駅パーク・アンド・ライド第１駐車

場から第４駐車場として位置付ける。 

２ 駐車場使用料 

（１） 時間制によるもの（公共交通機関利用者は、使用料を５００円減額できることとし、規則で別途規定） 

駐車場 利用時間 使用料 

第 １ 駐車場 

第２駐車場 

入場後２時間以内 無料 

入場後２時間超２４時間以内 １時間につき１００円（上限５００円） 

入場後２４時間超 ５００円に１時間につき１００円を加算した額 

（加算額は、２４時間ごとに上限５００円） 

第３駐車場 

入場後２時間以内 無料 

入場後２時間超２４時間以内 １時間につき１００円（上限４００円） 

入場後２４時間超 ４００円に１時間につき１００円を加算した額 

（加算額は、２４時間ごとに上限４００円） 

※ 利用時間に１時間未満の端数がある場合は、これを１時間とみなして算定する。 

（２） 月ぎめ制によるもの 

３ その他 

越前市武生駅東駐車場における回数制の運用廃止に伴い、回数制の使用料項目を削除する。  
 

駐車場 使用料  

第４駐車場 １月につき４，０００円 ※ １月未満の場合は、１月とみなして算定する。 

施行期日 令和９年１月１５日 

所 属 課 建設部 都市計画課 
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議案第４４号 越前市下水道条例等の一部改正について 
 

概 要 公共下水道事業の健全な経営を維持し、良質なサービスを安定的に供給するため、下水道使用料等を見直そうとするもの  

主な内容 

厳しい経営状況が続く下水道事業において、計画的な下水道施設の更新を進めるとともに、社会情勢の変化を踏まえ

た健全な経営を行うため、令和８年８月１日（１０月検針、１１月請求分）から下水道使用料を改定する。 

市附属機関の水道料金・下水道使用料等協議会令和８年１月２７日答申を踏まえ、平均改定率２５％の引上げを行う。 

ただし、激変緩和措置として、令和８年８月１日から１年間は、平均改定率 12％の引上げとする。 

あわせて、農業集落排水処理施設、林業集落排水処理施設及び戸別公共浄化槽の使用料についても見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施行期日 令和８年８月１日 

所 属 課 建設部 上下水道課 

下水道使用料、排水処理施設使用料（従量制）の場合 

排水処理施設使用料(定額制）、戸別公共浄化槽（一般住宅）の場合 
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専決承認案 ４件（条例 ４件） 
議案第４６号 専決処分の承認を求めることについて（越前市市税賦課徴収条例の一部改正について） 
 

概 要 地方税法の改正に伴い所要の改正を行うもの 

主な内容 

１ 軽自動車税の環境性能割の廃止及びグリーン化特例の延長 

お車両取得時に課税される環境性能割と毎年４月に課税される種別割で構成されていた軽自動車税について、環境性

能割の廃止により、種別割を軽自動車税として整理する改正を行う。 

  また、電気自動車等に課税される初年度の軽自動車税を７５％軽減する措置を２年間延長する改正を行う。 

 

２ 固定資産税の課税標準の特例の拡充・延長 

  令和７年度末までに劇場やホール等を国の制度を活用してバリアフリー化した場合に、２年間、課税標準額を３分の２

に軽減する特例について、高齢者や障がい者等が利用する病院やホテルなどまで対象を拡大し、あわせて、バリアフリ

ー化の終期を令和１０年度末まで延長する改正を行う。 

  また、令和７年度末までに導入した太陽光パネルの課税標準額を、３年間、３分の２に軽減する特例に代え、令和１０年

度末までに導入したペロブスカイト太陽電池（フィルム状の太陽電池）の課税標準額を、３年間、３分の２に軽減する特例

を新たに設ける改正を行う。 

 

３ 条項ずれの整理 

 関係法改正及び上記改正における条項の追加、削除に伴い条項ずれを整理する。 

 

施行期日 令和８年４月１日 

所 属 課 総務部 税務課 
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議案第４７号 専決処分の承認を求めることについて（越前市都市計画税条例の一部改正について） 
 

概 要 地方税法の改正に伴い所要の改正を行うもの 

主な内容 

１ 都市計画税の課税標準の特例の拡充・延長 

  固定資産税と同様に、令和７年度末までに劇場やホール等を国の制度を活用してバリアフリー化した場合に、２年間、

課税標準額を３分の２に軽減する特例について、高齢者や障がい者等が利用する病院やホテルなどまで対象を拡大し、

あわせて、バリアフリー化の終期を令和１０年度末まで延長する改正を行う。 

 

２ 条項ずれの整理 

あ関係法改正及び上記改正における条項の追加、削除に伴い条項ずれを整理する。 
 

施行期日 令和８年４月１日 

所 属 課 総務部 税務課 
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議案第４８号 専決処分の承認を求めることについて（原子力発電施設等立地地域指定による固定資産税の不均一
課税に関する条例の一部改正について） 
 

概 要 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法における原子力発電施設等立地地域の見直しに伴い改正するもの 

主な内容 

国（内閣府原子力政策担当室）において、原子力発電施設等立地地域の範囲が見直され、原子力発電所の半径１０

ｋｍ圏内から半径３０ｋｍ圏内まで拡大されたことに伴い、旧今立町の区域を新たに固定資産税の不均一課税の対象

区域に追加するもの 

施行期日 国が当該地区を原子力発電施設等立地地域として指定した旨を公示した日 

所 属 課 総務部 税務課 
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議案第４９号 専決処分の承認を求めることについて（越前市国民健康保険税条例の一部改正について） 
 

概 要 地方税法の改正に伴い所要の改正を行うもの 

主な内容 

１ 国民健康保険税の賦課限度額の引上げ 

  基礎課税分を６６万円から６７万円に引き上げるもの 

算定区分 
賦課限度額 

現行 改正後 引上げ額 

基礎課税分（全被保険者） ６６万円 ６７万円 １万円 

後期高齢者支援金分（全被保険者） ２６万円 ２６万円 ０万円 

介護納付金分（４０～６４歳の被保険者） １７万円 １７万円 ０万円 

子ども・子育て支援納付金分（１８歳以上の被保険者） ３万円 ３万円 ０万円 

合計 １１２万円 １１３万円 １万円 

２ 国民健康保険税（均等割額及び平等割額）の減額対象世帯の拡大 

   減額の対象とする所得基準の額を引き上げることにより、軽減の対象となる世帯を拡大し、低所得世帯の負担軽減を

図るもの 

軽減割合 
軽減判定所得 

現行 改正後 引上げ額 

５割 ３０万５千円 ３１万円 ５千円 

２割 ５６万円 ５７万円 １万円 
 

施行期日 令和８年４月１日 

所 属 課 市民福祉部 窓口サービス課 
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報告案件に係る説明資料 
 
報告第１０号 賃貸借契約の変更の報告について 
 

概 要 
議会の議決に付すべき契約以外の契約の報告に関する条例第２条の規定により報告した市が賃借人となる契約金額 

２，０００万円以上の賃貸借契約の変更を報告するもの  

主な内容 

 

１ 契 約 の名 称 越前市町内ＬＥＤ防犯灯賃貸借契約 

２ 契 約 の目 的 ＬＥＤ防犯灯の賃貸借 

対象区域 越前市内全域 

３ 契 約 金 額 当初契約金額   ２４２，０００，０００円（税込） 

変更後契約金額 ２２３，２７３，６００円（税込） ※１８，７２６，４００円の減額 

４ 契 約 の方 法 随意契約 

５ 契約の相手方 林電気株式会社（越前市芝原四丁目５番２２号） 

６ 契 約 締 結 日 当初契約 令和７年３月２８日 

変更契約 令和８年３月３０日 

７ 契 約 の期 間 令和８年４月１日から令和１８年３月３１日まで（賃貸借の期間） 

８ 変 更 の理 由 賃貸借を行うＬＥＤ防犯灯の灯数の減少 

当初灯数    １２，９００灯 

変更後灯数  １１，９７３灯 ※９２７灯の減 

 
 

所 属 課 総務部 市民協働課 

 

 

 

-15-

 
報告第１１号 賃貸借契約の変更の報告について 
 

概 要 
議会の議決に付すべき契約以外の契約の報告に関する条例第２条の規定により報告した市が賃借人となる契約金額 

２，０００万円以上の賃貸借契約の変更を報告するもの  

主な内容 

 

１ 契 約 の名 称 令和７年度越前市ＬＥＤ照明器具リース業務 

２ 契 約 の目 的 ＬＥＤ照明器具の賃貸借 

対象施設 武生東児童センター外 ２９施設 
 

３ 契 約 金 額 当初契約金額  １４４，２４９，６００円（税込） 

変更後契約金額 １４９，５７８，９６８円（税込） ※５，３２９，３６８円の増額 

４ 契 約 の方 法 制限付き一般競争入札による契約 

５ 契約の相手方 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社福井営業所（福井市大手３丁目１番１３号） 

６ 契 約 締 結 日 当初契約 令和７年６月６日 

変更契約 令和８年３月９日 

７ 契 約 の期 間 令和８年４月１日から令和１８年３月３１日まで（賃貸借の期間） 

８ 変 更 の理 由 中央図書館におけるＬＥＤ照明を長時間利用者に配慮したものに変更したことに伴う増額

変更 

 
 

所 属 課 環境農林部 環境政策課 
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